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(57)【要約】
電気絶縁材で形成された本体（１）を有する主電源プラ
グであって、互いに平行に本体（１）の第１側で外側に
、及び、本体（１）の内側に突出された２つのコンタク
トピン（３）が各々の場合に、その第２側で導出又は抜
去可能な電気導体（４）に接続又は接続可能であり、か
つ、温度センサとしてサーマルバイメタル素子が設けら
れていて、前記サーマバイメタル素子は、２つのコンタ
クトピン（３）のうちの少なくとも１つに結合している
スイッチ（７）の構成部分である。それに適した電気接
続ケーブル及びそれに接続された電気装置も記載されて
いる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２つの接点ピン（３）が互いに平行に配置され、その各々が本体（１）の第１の側で本
体（１）から突出し、本体（１）の内側で本体（１）から電気導体（４）に接続され、本
体（１）の第２の側で本体（１）から引き出され、または引き出すことができ、センサが
設けられ、センサが温度センサ、すなわち、２つのコンタクトピン（３）の少なくとも１
つに関連付けられたサーマルバイメタルスイッチ（７）の構成部分であるサーマルバイメ
タル素子であることを特徴とする、本体（１）を備えた主電源プラグ。
【請求項２】
　前記サーマルバイメタルスイッチ（７）は、前記２つのコンタクトピン（３）のうちの
少なくとも１つに隣接して、好ましくはそれに平行に配置されることを特徴とする請求項
１に記載の主電源プラグ。
【請求項３】
　前記サーマルバイメタルスイッチ（７）は、前記２つのコンタクトピン（３）の間に配
置されていることを特徴とする請求項１または２に記載の主電源プラグ。
【請求項４】
　本体（１）に２つのサーマルバイメタルスイッチ（７）が設けられていて、これらは、
各々が２つのコンタクトピン（３）の隣りにあることを特徴とする上記請求項のうちのい
ずれか１項に記載の主電源プラグ。
【請求項５】
　請求項４において、１つのサーマルバイメタルスイッチ（７）が２つのコンタクトピン
の２つ目よりも２つのコンタクトピン（３）の１つ目に近く、もう１つのサーマルバイメ
タルスイッチ（７）が１つ目のコンタクトピン（３）よりも２つ目のコンタクトピン（３
）に近いことを特徴とする主電源プラグ。
【請求項６】
　上記の請求項のうちのいずれか１項において、両方の前記サーマルバイメタルスイッチ
（７）がコンタクトピン（３）間に配置されていることを特徴とする主電源プラグ。
【請求項７】
　１つまたは２つのサーマルバイメタルスイッチ（７）が、２つのコンタクトピン（３）
に横方向に整列されることを特徴とする上記請求項のうちのいずれか１項に記載の主電源
プラグ。
【請求項８】
　本体（１）には、マウント（６）が各サーマルバイメタルスイッチ（７）毎に形成され
ることを特徴とする上記請求項のうちのいずれか１項に記載の主電源プラグ。
【請求項９】
　本体（１）に電気的絶縁カバー（１６）が設けられており、そのカバー（１６）の下に
接点（３）が設けられ、これらは、本体（１）の第２側から導出される電気導体（４）に
接続され、または、接続することができることを特徴とする上記請求項のうちのいずれか
１項に記載の主電源プラグ。
【請求項１０】
　前記サーマルバイメタルスイッチ（７）は、少なくとも部分的に前記カバー（１６）の
下に配置されていることを特徴とする請求項９に記載の主電源プラグ。
【請求項１１】
　各サーマルバイメタルスイッチ（７）のためのマウントがカバー（１６）の下に配置さ
れていることを特徴とする請求項８又は１０に記載の主電源プラグ。
【請求項１２】
　前記カバー（１６）は、各サーマルバイメタルスイッチ（７）のためのマウント（６）
を備えるように形成されていることを特徴とする請求項９または１０に記載の主電源プラ
グ。
【請求項１３】
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　マウント（６）または複数のマウント（６）が、最も近いコンタクトピン（３）に面す
る側で開いていることを特徴とする、請求項８～１２のうちのいずれか１項に記載の主電
源プラグ。
【請求項１４】
　サーマルバイメタルスイッチ（７）用のマウント（６）が、カバー（１６）の上側から
、２つのコンタクトピン（３）の隣りにあるカバー（１６）の下側に位置するスペースに
突出していることを特徴とする、上記請求項のうちのいずれか１項に記載の主電源プラグ
。
【請求項１５】
　マウント（６）が上部に向かって開いており、サーマルバイメタルスイッチ（７）が上
部からカバー（１６）の下の空間に押し込まれることができることを特徴とする請求項１
４に記載の主電源プラグ。
【請求項１６】
　前記サーマルバイメタルスイッチ（７）が、被覆部（１６）から上方に向かって突き出
る接続配線（８）を備えていることを特徴とする、上記請求項のうちのいずれか１項に記
載の主電源プラグ。
【請求項１７】
　前記サーマルバイメタルスイッチ（７）は、最寄りのコンタクトピン（３）に接触しな
い金属製のハウジングを備えていることを特徴とする上記請求項のうちのいずれか１項に
記載の主電源プラグ。
【請求項１８】
　サーマルバイメタルスイッチ（７）が、セラミック材料からなるハウジングを備えてい
ることを特徴とする、上記請求項のうちのいずれか１項に記載の主電源プラグ。
【請求項１９】
　接点ピン（３）から来る電気導体（４）と一緒に、本体（１）から引き出されるか、ま
たは引き出すことができる信号線（１０）のための接続点を有する共通回路基板（１２）
に機械的および電気的に接続された２つのサーマルバイメタルスイッチ（７）が設けられ
ていることを特徴とする、上記請求項のうちのいずれか１項に記載の主電源プラグ。
【請求項２０】
　接点ピン（３）は本体（１）内に配置された電気絶縁材料の別個のキャリア（２）に取
り付けられ、キャリア（２）には特にスナップ式に取り付けることができることによって
、カバー（１６）も取り付けることができることを特徴とし、上記請求項のうちのいずれ
か１項と、請求項９との組合せである主電源プラグ。
【請求項２１】
　前記キャリア（２）は、前記サーマルバイメタルスイッチ（７）のための前記マウント
（６）または前記マウント（６）を備えるように形成されていることを特徴とする請求項
２０に記載の主電源プラグ。
【請求項２２】
　上記請求項のうちのいずれか１項に記載の主プラグが取付けられ、前記コンタクトピン
（３）から来る電気導体（４）と、必要に応じて設けられる保護導体（２４）とに加えて
、前記サーマルバイメタルスイッチ（７）に接続される信号線（１０）が延在する、電気
接続ケーブル（１１）。
【請求項２３】
　請求項２２に記載の接続ケーブル（１１）を用いて電源に接続することができ、サーマ
ルバイメタルスイッチ（７）が開いているか閉じているかを監視する電気監視装置（２１
）を有することを特徴とする電気装置。
【請求項２４】
　請求項２３において、前記監視装置（２１）が、その切替温度を超えたことによるサー
マルバイメタルスイッチ（７）の位置を検出した後、装置（１９、２０）の消費電力を一
時的に減少ないし停止させるように設計されていることを特徴とする電気装置。
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【請求項２５】
　請求項２４において、コントローラを含み、このコントローラは、監視装置（２１）に
よってサーマルバイメタルスイッチ（７）のスイッチング温度の超過を検出し、それによ
ってトリガされた後、サーマルバイメタルスイッチ（７）のいずれも、スイッチング温度
を超過すると仮定されたスイッチング位置になるまで、電力消費を低減するように設計さ
れた、コントローラを含むことを特徴とする電気装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は電気絶縁材料から形成された本体を備えた主プラグに関し、２つのコンタクト
ピンが互いに平行に配置され、その各々が本体の第１の側及び本体の内側に突出し、電気
導体に接続され、又は接続されることができ、電気導体は本体の第２の側で本体から引き
出され、又は引き出されることができ、センサが設けられる。
【背景技術】
【０００２】
　このような主プラグは、特許文献１から知られている。周知の主プラグは、電気自動車
またはハイブリッド自動車のアキュムレータをＡＣ電源で充電するための充電装置に属す
る。充電ケーブルは、主プラグを充電装置に接続している。過熱保護のために、主プラグ
は例えば鉄製の２つのコンタクトピンから成り、例えば銅ニッケル合金製の鉄以外の金属
製の４本のワイヤから成るセンサを含む。これらの銅ニッケルワイヤのそれぞれは、コン
タクトピンの長手方向に互いに離間している各コンタクトピンの２つの点にはんだ付けさ
れる。離間した接続点では、ゼーベック効果により電位差が形成され、これは２つの接続
点間の温度差に依存する。このようにして、各コンタクトピンに沿った温度勾配を決定し
、そのサイズを測定することができる。しかしながら、そのような主プラグの製造は複雑
であり、主プラグは、銅ニッケルワイヤに全電源電圧をかけ、電源プラグ内の絶対温度の
測定を実行することはできず、単に温度勾配があるか否かの指標を提供するに過ぎない。
これは、目立たない温度勾配があっても過度に高い温度が存在する可能性があるので、信
頼性のある温度監視を可能にしない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】ＤＥ　１０　２０１５　２０６　８４０　Ａ１
【特許文献２】ＤＥ　１０　２００８　０３１　３８９　Ｂ３
【特許文献３】ＤＥ　１０　２００４　０３６　１１７　Ｂ４
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の目的は主プラグの接点ピンの温度を監視することができ、特許文献１に従った
主プラグよりも組み立てが容易な主プラグを造り出すことである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明によれば、この課題は、請求項１に記載の特徴を有する主プラグによって達成さ
れる。本発明の有利なさらなる実施形態は、従属請求項の目的である。請求項２２の目的
は、本発明による主プラグが取り付けられる電気ケーブルである。請求項２３～２５の目
的は主プラグに設けられた少なくとも１つのサーマルバイメタルスイッチを監視し、特定
の閾値温度を超えた場合に電気装置の電力消費を制限又は制限することができる電気装置
である。電気装置は少なくとも１つのサーマルバイメタルスイッチがそのスイッチング温
度に達するか、またはそれを超え、その結果、そのスイッチ位置が「開」から「閉」に、
または「閉」から「開」に変化するという事実によって、温度閾値の超過を検出すること
ができる。
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【発明の効果】
【０００６】
　本発明は、かなりの利点を有する。
【０００７】
　サーマルバイメタルスイッチの設置はサーマルバイメタルスイッチがコンタクトピンに
割り当てられている場合に、コンタクトピンの温度の尺度で主プラグ内の温度の信頼性の
ある監視が実行されることを可能にする。
【０００８】
　サーマルバイメタルスイッチは開放設計でも、閉鎖設計でも、このような小型サイズで
入手可能であり、これは、スイッチギヤがハウジングによって包囲されていることを意味
し、市販の主プラグに容易に収容することができる。閉鎖設計を有する適切なサーマルバ
イメタルスイッチは例えば、特許文献２および特許文献３に開示されている。
【０００９】
　サーマルバイメタルスイッチの可能な小さな寸法により、各コンタクトピンは、それに
関連するそれ自体のサーマルバイメタルスイッチを有することができる。これにより、監
視のセキュリティが向上する。
【００１０】
　いずれの場合も、サーマルバイメタルスイッチは、非導電性ハウジングを有する場合に
はコンタクトピンと直接接触して配置することができる。
【００１１】
　コンタクトピン上を流れる電流は、サーマルバイメタルスイッチに印加されない。
【００１２】
　サーマルバイメタルスイッチは特定のスイッチング温度を有し、これは、サーマルバイ
メタルの材料の選択およびスイッチの機械的構造によって決定され、それぞれの用途に適
合させることができる。
【００１３】
　指定された温度閾値を超えるか下回るかは、サーマルバイメタルスイッチのスイッチン
グ位置を「開」から「閉」へ、または「閉」から「開」へ変化させることによって簡単に
決定することができる。
【００１４】
　サーマルバイメタルスイッチのスイッチング位置は例えば、サーマルバイメタルスイッ
チの接続部に電気的試験電圧を印加することによって決定することができ、その結果、ス
イッチが閉じているときにサーマルバイメタルスイッチを介して電流が流れるだけであり
、その電流は容易に測定することができる。電気試験電圧は例えば、主電源プラグを介し
て主電源に接続された電気装置から供給することができる。
【００１５】
　サーマルバイメタル素子をスナップディスクに成形することによって、スイッチング温
度に達したときにサーマルバイメタル素子の曲率が急激に変化し、スイッチング温度が狭
い限界内に設定されることを保証することができる。
【００１６】
　サーマルバイメタルスイッチは銅または銅合金で作られた接点ばねを有することができ
、この接点ばねは、接点ばね上に保持されたサーマルバイメタルスナップディスクによっ
て作動される。しかしながら、接点ばね自体をサーマルバイメタル素子から製造すること
も可能であり、その結果、接点ばねを作動させるために別個のサーマルバイメタル素子を
必要としない。従って、特に、本線電流がサーマルバイメタルスイッチの接点ばね上を流
れないので、サーマルバイメタルスイッチのこの簡略化された実施形態が可能である。
【００１７】
　サーマルバイメタルスイッチは安価であり、長い耐用年数を有する。
【００１８】
　サーマルバイメタルスイッチはあらかじめ製作しておき、主プラグ内のマウントに挿入
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することができる。
【００１９】
　そのようなマウントは例えば、そのハウジングまたはその内部構造を形成するときに、
追加の製造努力なしに、射出成形によって、主プラグの製造の過程で形成され得る。
【００２０】
　本発明による主プラグでは、主プラグ自体の過熱だけでなく、主プラグが位置するソケ
ットの過熱も検出することができる。ソケットは、過熱のリスク、特にソケットのソケッ
ト接点の腐食、したがって接触伝達抵抗の増加、およびソケットのソケット接点の機械的
変形によって、主電源プラグよりも影響を受けやすい。したがって、本発明による主プラ
グはソケット内の過熱を防止し、それによって、例えば火災などの結果的な損傷を防止す
るのにも特に適している。
【００２１】
　１つのサーマルバイメタルスイッチのみが主プラグに設けられる場合、それは、両方の
コンタクトピンの温度に等しく良好に応答するように配置され得る。この目的のために、
サーマルバイメタルスイッチは、主プラグの２つの接点ピンの間の中央に並列に配置する
ことができる。あるいは、サーマルバイメタルスイッチが２つのコンタクトピンに対して
横方向に配置することもできる。サーマルバイメタルスイッチが電気絶縁ハウジングまた
は電気絶縁キャリアを有する場合、これを介して２つのコンタクトピンと接触することも
でき、これはコンタクトピンからサーマルバイメタルスイッチへの熱伝達を促進する。し
かしながら、個々のサーマルバイメタルスイッチを、一方の接点ピンから他方の接点ピン
に近づけて配置することも可能である。これは、最も近い接点ピンの過度の温度に対する
より速い応答につながる。
【００２２】
　好ましくは、２つのサーマルバイメタルスイッチが主プラグに設けられ、その各々が２
つのコンタクトピンのうちの１つの隣に位置する。これにより、コンタクトピンの隣に、
好ましくは一方が一方のコンタクトピンの隣に、他方が他方のコンタクトピンの隣に配置
され得るので、コンタクトピンからサーマルバイメタルスイッチへの最適な熱伝達が可能
になる。また、１つのサーマルバイメタルスイッチが故障した場合にも監視できるため、
２つのコンタクトピンの一方だけで過度に高い温度を確実に検出することができ、監視の
信頼性が向上する。
【００２３】
　２つのサーマルバイメタルスイッチが提供される場合、それらは両方とも、好ましくは
それぞれのコンタクトピンと直接接触して、主プラグの２つのコンタクトピンの間に配置
されることが好ましい。しかしながら、両方のバイメタル接点スイッチを接点ピンに対し
て横方向に、好ましくは接点ピンと直接接触して配置することも可能である。
【００２４】
　主プラグの各サーマルバイメタルスイッチには、個別のマウントを形成することができ
る。これは、特に、主プラグが合成材料から射出成形によって製造された２つの相補部品
からなるハウジングを有し、これらの部品がコンタクトピンを所定の位置に保持するため
の構造を有する場合に可能である。この構造は射出成形プロセスによる追加の作業プロセ
スなしに、サーマルバイメタルスイッチ用のマウントを既に形成することができ、サーマ
ルバイメタルスイッチは、所定の位置をとるために挿入される必要があるだけである。
【００２５】
　しかしながら、本発明はまた、内部構成要素が本体の合成材料でオーバーモールドされ
、それによって特に単一部品の本体を形成する、主プラグにも適している。
【００２６】
　主プラグが知られており、その本体には電気絶縁カバーが設けられており、その下にコ
ンタクトピンの接点が配置され、これらの接点は本体の第２の側から引き出された電気導
体に接続されるか、または接続することができる。
【００２７】
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　カバーは例えば、その内部構成要素をオーバーモールドすることによって主プラグの本
体を形成するために使用される合成材料に対して、接点を遮蔽する。サーマルバイメタル
スイッチは、好ましくは少なくとも部分的にカバーの下に配置される。サーマルバイメタ
ルスイッチへの射出成形コンパウンドのアクセスがカバーによって防止される場合、開放
型サーマルバイメタルスイッチはそのような主電源プラグにも使用することができる。つ
まり、封入されたスイッチのように、高温に対してより速く応答することができるハウジ
ングのないスイッチである。
【００２８】
　各サーマルバイメタルスイッチのために、カバーの下に別個のマウントを配置すること
ができる。好ましくは、カバー自体がマウントを構成するように形成される。そのような
カバーは合成材料からの射出成形によって好都合に製造されるので、カバーはサーマルバ
イメタルスイッチのための適切なマウントを有する射出成形型を適切に成形することによ
って、追加の労力なしに形成することができ、サーマルバイメタルスイッチはその中に挿
入される必要があるだけであり、特に、押し込まれるか、または差し込まれる必要がある
だけである。サーマルバイメタルスイッチのマウントはカバーの上側からカバーの下の空
間に突出していることが好ましく、これは、コンタクトピンの後端が配置されている空間
であり、カバーによってシールドされている。
【００２９】
　サーマルバイメタルスイッチをそれぞれのマウントに挿入するために、カバーの上側か
らカバーの下の空間に突出するマウントは、上部、すなわちカバーの上側で開いているこ
とが好ましい。次いで、サーマルバイメタルスイッチは好ましくは接点ピンのために設け
られた電気絶縁材料で作られたキャリアにカバーを適用する前または後に、任意選択で、
それぞれのマウントに挿入することができる。このようなキャリアと、主プラグの合理的
な製造のためのその利点とを以下に説明する。
【００３０】
　好ましくは、マウントが接点ピンからサーマルバイメタルスイッチへの熱伝達を容易に
するために、最も近い接点ピンに面する側で開いている。ハウジングを有するサーマルバ
イメタルスイッチが使用される場合、これは合成材料よりも熱を良く伝導するので、好ま
しくはセラミック、例えば、酸化アルミニウムセラミックから成る。ハウジングが最も近
いコンタクトピンと接触しないことが保証される場合、熱を良く伝導する利点を有する金
属で作ることもできる。
【００３１】
　２つのサーマルバイメタルスイッチが主プラグに設けられる場合、これらは、好ましく
は機械的および電気的レベルで共通の回路基板に接続される。共通回路基板及び２つのサ
ーマルバイメタルスイッチはモジュールを形成し、モジュールは例えばサーマルバイメタ
ルスイッチの製造業者によってプレハブ化することができるので、本発明による主プラグ
の製造を容易にし、その結果、主プラグを製造業者によってサーマルバイメタルスイッチ
用に設けられたマウントに差し込むだけでよい。小型回路基板上に、信号線の接続点を設
けることができ、これを介してサーマルバイメタルスイッチを外部監視装置に接続するこ
とができる。しかしながら、サーマルバイメタルスイッチの接続ワイヤは、回路基板の孔
を通して挿入され、はんだ付けによって固定され、後に信号線にはんだ付けされることが
できる。
【００３２】
　２つのサーマルバイメタルスイッチが提供される場合、合計２、３、または４つの信号
線をそれらのために提供することができる。２つのサーマルバイメタルスイッチが直列に
接続され、それらのスイッチング温度未満で閉じられる場合、２つの信号線で十分である
。４本の信号線を使用すると、２つのサーマルバイメタルスイッチを互いに独立して動作
させることができ、２つの接点ピンを互いに独立して監視することができる。ただし、各
サーマルバイメタルスイッチからの１つの接続が共通の信号線に接続されている場合、３
本の信号線のみを使用することもできる。
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【００３３】
　信号線は、主電源電流をシースケーブルに導く電気導体と一緒に組み合わせることがで
きる。このようなケーブルは、本発明による主電源プラグに使用することができるサーマ
ルバイメタルスイッチとまさに同じ状態である。
【００３４】
　特に、本体が合成材料からの射出成形によって単一部品として形成される主電源プラグ
の場合、コンタクトピンに電気絶縁材料の別個のキャリアを設けることが知られている。
このようなキャリアは、プラグ製造業者によって「ブリッジ」とも呼ばれる。キャリアは
、射出成形によって製造することができる。また、そのようなキャリアにカバーを取り付
けること、特に、それをスナップマウントすることも知られており、その下には、コンタ
クトピンの接続部が配置されている。このキャリアとそれに取り付けられたカバーはプラ
グ本体を射出成形する際に、下にあるプラグ部品をシールドする。キャリア、それに取り
付けられたコンタクトピン、それに接続されたケーブル、およびカバーはモジュールとし
てプレハブ化することができ、モジュールを合成材料でオーバーモールドすることによっ
て、またはプレハブ化されたプラグ本体に挿入するために、プラグ本体を形成するために
供給することができる。また、このモジュールは、サーマルバイメタルスイッチと、信号
線の端部が取り付けられる接続回路基板とを含むことができる。サーマルバイメタルスイ
ッチのためのマウントはこのモジュールにおいて、キャリア上に、またはキャリア上に取
り付けられたカバー上に形成することができる。このようなモジュール化によって、本発
明による主電源プラグは、１つまたは２つのサーマルバイメタルスイッチを用いて効率的
に製造することができる。信号線の端部をサーマルバイメタルスイッチに接触する回路基
板に取り付ける代わりに、サーマルバイメタルスイッチの電気接続部に直接取り付けるこ
ともできる。これは、回路基板が不要であるという利点を有する。これを可能にするため
に、図３および図４に示されるように、サーマルバイメタルスイッチが、カバーから上方
に突出する接続ワイヤを有する場合、有利である。
【００３５】
　本発明による主プラグが取り付けられる電気接続ケーブルは主電流を導くその導体を介
して、また、サーマルバイメタルスイッチから来る信号導体を用いて、直接に、またはデ
バイスプラグによって、幹線から電力を供給される電気デバイスに接続することができる
。このような装置は、サーマルバイメタルスイッチのスイッチング位置が開いているか閉
じているかを監視する電気監視装置を有することが好ましい。この目的のために、電気デ
バイス内の信号線に試験電圧を印加することができ、この試験電圧はサーマルバイメタル
スイッチが閉じているときにはサーマルバイメタルスイッチを介して電流を流すが、サー
マルバイメタルスイッチが開いているときには遮断される。このようにして、電気デバイ
ス内の監視デバイスはサーマルバイメタルスイッチの位置を検出することができ、検出さ
れたスイッチング位置がサーマルバイメタルスイッチのスイッチング温度の超過を意味す
る場合、デバイスの電力消費を一時的に低減または中断し、したがって過熱を防止または
打ち消すことができる。好ましくはそのような場合、主電流は完全に遮断されないが、デ
バイスの電力消費はサーマルバイメタルスイッチがその代わりにそのスイッチング温度を
下回る値に低減される。この目的のために、電気装置は、適切な電力消費調整を実行する
コントローラを含むことが好ましい。
【００３６】
　本発明の例示的な実施形態は、添付の図面に示されている。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明による主プラグの第１の例示的な実施形態を示す分解図。
【図１ａ】図１のキャリアの外側を示す斜視図。
【図２】図１の主プラグの内部構造をで示す斜視図。
【図３】本発明による電源プラグの第２の例示的な実施形態を示す分解図。
【図４】図３の主プラグの内部構造を示す斜視図。
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【図５】主プラグ内の温度を監視し、電源プラグおよび電源プラグが差し込まれるソケッ
ト内に過熱がないことを確実にするための基本手順を説明するためのブロック図。
【図６】本発明による主プラグの第３の例示的な実施形態を示す分解図
【発明を実施するための形態】
【００３８】
　例示的な実施形態では、同一または対応する部分には一致する参照番号が付されている
。
【００３９】
　図１に示す主プラグは「２ピン接地プラグ」（「Ｓｃｈｕｋｏプラグ」）タイプであり
、本体１を有し、これは、合成物質材料から射出成形によって製造することができ、主プ
ラグの他の構成要素を収容するのに役立つ。これらの構成要素は電気絶縁性の合成材料か
らなるキャリア２を含み、このキャリアでは互いに平行な２つのコンタクトピン３が差し
込まれ、各コンタクトピン３の後端には主電流を導く電気導体４が取り付けられている。
さらに、２ピン接地プラグの場合のように、２つの保護接点５がキャリア２に取り付けら
れ、これらの接点は保護導体２４に接続される。キャリア２は本体１の内側に面するキャ
リア２の側に、２つのマウント６を備えるように形成され、これらのマウントは、コンタ
クトピン３の間にこれらに平行に配置される。それらはそれぞれ、１つのサーマルバイメ
タルスイッチ７を受け入れるために使用され、そのスイッチギアはハウジング内に配置さ
れ、ハウジングは板金で作られた深絞り部品、またはセラミックまたは合成材料で作られ
た成形部品とすることができる。サーマルバイメタルスイッチ７のハウジングからは、そ
れぞれ２本の接続線８が導出されている。サーマルバイメタルスイッチ７はマウント６内
に押し込まれ、接続線８はマウント６から上方に突出する（図１の表示に基づく）。マウ
ント６はこれから隣接するサーマルバイメタルスイッチ７へ可能な限り最良の熱伝達を達
成するために、最も近いコンタクトピン３から可能な限り小さい距離を有するように配置
される。さらに、この目的のために、開口部９が、それぞれのマウント６に面するそれぞ
れの隣接するコンタクトピン３に設けられることができる。
【００４０】
　２つのサーマルバイメタルスイッチ７の合計４つの接続線８は４つの電気信号線１０に
接続されており、そのうち、明確にするために、２つの信号線１０のみが示されており、
これらは、主電源を運ぶ電気導体４と、共通ケーブル１１を形成する保護導体２４と一緒
にまとめられている。
【００４１】
　サーマルバイメタルスイッチ７の取付け及び接続を容易にするために、それらの接続線
８は、小さな回路基板１２の孔に固着され、その上の導体経路とはんだ付けされる。回路
基板１２の孔および回路基板上の導体経路は図１には示されていないが、２つのサーマル
バイメタルスイッチ７および回路基板１２はハンドリングに快適なモジュールを形成し、
このモジュールはモジュールとしてマウント６にサーマルバイメタルスイッチ７と共にプ
レハブ加工および押し込むことができる。その後、信号線１０を、回路基板１２から突出
する接続線８に、または接続線８に通じる回路基板１２上に形成された導体経路にはんだ
付けすることができ、導体４をコンタクトピン３に接続することができ、保護導体２４を
保護接点５に接続することができる。
【００４２】
　ケーブル１１をコンタクトピン３、保護接点５及びサーマルバイメタルスイッチ７に接
続した後、図２に示す半完成品の組立体が得られる。図２には、図１に示されていない孔
の位置が示されており、この孔をサーマルバイメタルスイッチ７の接続線８が貫通してい
る。半製品アセンブリはカバー１６で完成し、このカバーはキャリア２に取り付けられ、
そこに吸着されることで取り付けられる。図１参照。キャリア２と、サーマルバイメタル
スイッチ７、回路基板１２、カバー１６、及び接続ケーブル１１の端部からなる、それに
取り付けられた主電源プラグの他の構成要素とからなるアセンブリは、合成材料でオーバ
ーモールドされて本体１を形成することができる。結果として生じる主電源プラグでは、
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本体１はアセンブリを包囲する。接点ピン３及び保護接点は、本体１の第１の前面１３か
ら本体１から出ている。第２の本体１の裏面１３には、グロメット１４が形成され、そこ
からケーブル１１が引き出される。
【００４３】
　図１ａは、コンタクトピン３とそれに取り付けられた保護接点５とを有するキャリア２
の変形実施形態を示す。
【００４４】
　この場合、後者の要素は、導電性ブリッジ２３を介して、主電源プラグの外側を向いて
いる側で互いに接続されている。
【００４５】
　図３及び図４に示す実施例は図１及び図２に示す実施例と異なり、サーマルバイメタル
スイッチ７用のマウント６は、キャリア２上ではなく、カバー１６上に形成されている。
したがって、サーマルバイメタルスイッチ７は、まずカバー１６に取り付けられ、次にキ
ャリア２に一緒に取り付けられるか、またはカバー１６がキャリア２にスナップ嵌めされ
た後にマウント６に押し込まれる。この場合、回路基板１２はカバー１６上に位置し、カ
バー１６を上部に向かって閉じる。サーマルバイメタルスイッチ７のためのマウント６は
カバー１６の上側からキャリア２とカバー１６との間の空間内に突出し、ここで、第１の
例示的な実施形態のように、それらは、それぞれ最も近いコンタクトピン３にできるだけ
近い２つのコンタクトピン３の間に延在する。
【００４６】
　サーマルバイメタルスイッチ７の接続線８はカバー１６から上方に突出し、第１の例示
的な実施形態と同様に、カバー１６の上方、好ましくはその上に位置する回路基板１２に
接続される。
【００４７】
　コンタクトピン３と保護接点５を備えたキャリア２と、サーマルバイメタルスイッチ７
が挿入され回路基板１２によって接続された状態でキャリア２にスナップ嵌めされたカバ
ー１６とからなるアセンブリは、プレハブ加工され、ケーブル１１に接続され、次いで合
成材料でオーバーモールド成形されて本体１を形成することができる。ケーブル１１の、
主電源プラグとは反対側の端部は、電気装置に直接接続するか、または装置プラグを設け
ることができる。
【００４８】
　図１、図２、図３、および図４の例示的な実施形態では、明確にするために、２つのサ
ーマルバイメタルスイッチ７のための４つの信号線１０のうちの２つのみが示されている
。
【００４９】
　図６に示す例示的な実施形態は、回路基板１２が省略されている点で、図３および図４
に示す実施形態とは異なる。
【００５０】
　４つの信号線の代わりに、２つの信号線１０のみが設けられ、そのうちの１つがサーマ
ルバイメタルスイッチ７に接続される。２つのサーマルバイメタルスイッチ７は、金属バ
ー２５によって電気的に直列に接続されている。このことから、２つの信号線１０を介し
て、一方のサーマルバイメタルスイッチ、他方のサーマルバイメタルスイッチ、または両
方のサーマルバイメタルスイッチ７のスイッチング温度の超過が例えば、サーマルバイメ
タルスイッチ７がそれらのスイッチング温度未満で閉じられたときに信号線を通って低い
静止電流が流れ、スイッチング温度を超過したときに一方または両方のサーマルバイメタ
ルスイッチ７が開き、静止電流が遮断されるという事実によって報告されることができる
。
【００５１】
　本体１に挿入されるか、または合成材料でオーバーモールドされて本体１を形成するア
センブリは、非常に合理的に製造することができる。サーマルバイメタルスイッチ７のた
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めのマウント６は成形中、特に絶縁カバー１６の射出成形中に、追加の操作なしに形成す
ることができる。サーマルバイメタルスイッチ７はカバー１６をキャリア２に接続する前
または後にマウント６に挿入することができ、カバー１６および接続されたサーマルバイ
メタルスイッチ７の構成を事前に製作し、モジュールとして使用することができるように
、マウント６に挿入する前または後にバー２５を介して導電的に接続することができる。
最終的に、カバー１６内に固着されたサーマルバイメタルスイッチ７はカバー１６をキャ
リア２に適用する前または適用後に、信号線１０に接続することができる。
【００５２】
　したがって、本発明による主電源プラグの構造は、異なる組み立て方法を使用して柔軟
に組み立てることができる。
【００５３】
　主プラグ内の温度を監視する方法は、図５のブロック図に基づいて説明することができ
る。図５は、主電源ソケット１８に差し込まれた主電源プラグ１７を概略的に示す。ケー
ブル１１は主プラグから、幹線電力が供給される消費先である電気装置１９に通じている
。
【００５４】
　図示の例では、それは消費先２０の上流にある。装置１９は、２つのサーマルバイメタ
ルスイッチ７に試験電圧を印加する監視装置２１を含む。サーマルバイメタルスイッチ７
がそれらのスイッチング温度未満で開き、スイッチング温度を超えて閉じるように設計さ
れていると仮定すると、監視装置はサーマルバイメタルスイッチ７が開いている限り、そ
れらの温度がそれらのスイッチング温度未満であるため、信号線上の電流の流れを検出し
ない。しかし、温度がそのスイッチング温度を超えて上昇すると、少なくとも１つのサー
マルバイメタルスイッチが閉じ、監視装置は、信号線を流れる電流によって検出する。こ
れに続いて、監視装置２１は例えば、現在のゲート２２を引き起こし、それは、主電源プ
ラグ１７のサーマルバイメタルスイッチの温度が再びその（それらの）スイッチング温度
より下になるまで、消費先２０に流れる電気現状を減少又は中断する。好ましくは、消費
先２０の電源は完全にスイッチオフされず、サーマルバイメタルスイッチ７の温度が再び
その（それらの）スイッチング温度より低くなるまで低下される。従って、電流ゲート２
２と監視装置２１とは、制御回路を形成するように相互接続されている。
【符号の説明】
【００５５】
　１…本体
　２…キャリア
　３…コンタクトピン
　４…導体
　５…保護接点
　６…マウント
　７…サーマルバイメタルスイッチ
　８…接続線
　９…６の開口部
　１０…信号線
　１１…ケーブル
　１２…回路基板
　１３…１の最初の面
　１４…グロメット
　１５…１の第２面
　１６…カバー
　１７…主電源プラグ
　１８…主電源ソケット
　１９…電気装置
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　２０…消費先
　２１…監視装置
　２２…電流ゲート
　２３…ブリッジ
　２４…保護導体
　２５…バー

【図１】

【図１ａ】

【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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